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長野県訓令第１号

	 本 庁 内 部 部 局

	 現　 地　 機　 関

	 労働委員会事務局

　長野県職員服務規程（昭和40年長野県訓令第16号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行します。

　　令和８年３月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　第30条第８項中「を請求」を「の請求、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（昭和27年長野県人事委員会規則第４号）第９条の

５第１項の規定による申出及び同条第２項の規定による変更を」に、「子育て部分休暇承認請求書」を「子育て部分休暇簿」に改め、

同条第10項中「された」の次に「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和27年長野県条例第９号）第12条の４第２項に規定する

１日につき２時間を超えない範囲内で請求する」を加える。

　第45条中「（昭和27年長野県条例第９号）」を削る。

　様式第11号の３を次のように改める。
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（様式第 11号の３）（第 30条関係） 

（第１面） 

子 育 て 部 分 休 暇 簿 

 

申 出 対 象 期 間        年度 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

請 求 に 係 る 子 

氏 名  

続 柄  

生 年 月 日  

申 出 

申 出 月 日 
申出の内容 

（①又は②を記入） 

※申出の内容（変更後の内容も共通） 

①１日につき２時間を超えない範囲内

（第１種子育て部分休暇） 

②年10日相当を超えない範囲内（第２種

子育て部分休暇） 
月  日  

変 更 
（ 第 １ 回 目 ） 

変 更 月 日 
変更後の内容 

（①又は②を記入） 
変更が必要な事情 決裁 

  月  日 
 
 

 
 

変 更 
（ 第 ２ 回 目 ） 

変 更 月 日 
変更後の内容 

（①又は②を記入） 
変更が必要な事情 決裁 

月  日   
 

備 考  

 （備考） １ 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄を証する書類を添付するこ

と（当該子について育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を受けたこと

がある場合は、添付する必要がないこと。）。 

      ２ 第１種子育て部分休暇の承認の請求の場合は第２面、第２種子育て部分休暇の

承認の請求の場合は第３面を用いること。 

      ３ 満12歳に達する日後の最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初の３月3

1日までの間にある障害児又は障害者について請求する場合には、障害者手帳、障

害福祉サービス受給者証その他の障害の状況が分かる書類の写しを添付すること。 
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（第２面） 

第１種子育て部分休暇の承認の請求の場合 

 

     年度 

 

整

理

番

号 

子育て部分休暇の承認の請求をする期間 

請求月日 決 裁 備 考 
月 日 

毎日／

曜日等 
時 間 

１ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日   

２ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

３ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

４ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

５ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

６ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

７ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

８ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

９ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

10 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  
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（第３面） 

第２種子育て部分休暇の承認の請求の場合 

 

     年度 

 

第２種子育て部分休暇の時間数     時間   分 

整

理

番

号 

子育て部分休暇の承認の 

請求をする期間 
請求時間数 残時間数 請求月日 決 裁 備 考 

月 日 時 間 

１ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日   

２ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

３ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

４ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

５ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

６ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

７ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

８ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

９ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

10 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　様式第11号の５及び様式第13号の８中

「

」

を

「

」

に、
　　　時　分～　時　分
　　　時　分～　時　分

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

「

」
を
「

」
に改める。午　　 前 午　　 後

人　事　課

長野県教育委員会訓令第２号

	 県 立 中 学 校

	 県 立 高 等 学 校

	 県立特別支援学校

　長野県立学校職員服務規程（平成２年長野県教育委員会訓令第５号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から

施行します。

　　令和８年３月30日

	 長野県教育委員会
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（様式第19号の３）（第24条関係） 

（第１面） 

子 育 て 部 分 休 暇 簿 

 

申 出 対 象 期 間        年度 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

請 求 に 係 る 子 

氏 名  

続 柄  

生 年 月 日  

申 出 

申 出 月 日 
申出の内容 

（①又は②を記入） 

※申出の内容（変更後の内容も共通） 

①１日につき２時間を超えない範囲内

（第１種子育て部分休暇） 

②年10日相当を超えない範囲内（第２種

子育て部分休暇） 
月  日  

変 更 
（ 第 １ 回 目 ） 

変 更 月 日 
変更後の内容 

（①又は②を記入） 
変更が必要な事情 決裁 

  月  日 
 
 

 
 

変 更 
（ 第 ２ 回 目 ） 

変 更 月 日 
変更後の内容 

（①又は②を記入） 
変更が必要な事情 決裁 

月  日   
 

備 考  

 （備考） １ 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄を証する書類を添付

すること（当該子について育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認

を受けたことがある場合は、添付する必要がないこと。）。 

      ２ 第１種子育て部分休暇の承認の請求の場合は第２面、第２種子育て部分

休暇の承認の請求の場合は第３面を用いること。 

      ３ 満12歳に達する日後の最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある障害児又は障害者について請求する場合には、

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証その他の障害の状況が分かる書類

の写しを添付すること。 

 

  

　第24条第８項中「を請求」を「の請求、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（昭和27年長野県人事委員会規則第４号）第９条

の５第１項の規定による申出及び同条第２項の規定による変更を」に、「子育て部分休暇承認請求書」を「子育て部分休暇簿」に改め、

同条第10項中「された」の次に「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和27年長野県条例第９号）第12条の４第２項に規定す

る１日につき２時間を超えない範囲内で請求する」を加える。

　様式第19号の３を次のように改める。
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（第２面） 

第１種子育て部分休暇の承認の請求の場合 

 

     年度 

 

整

理

番

号 

子育て部分休暇の承認の請求をする期間 

請求月日 決 裁 備 考 
月 日 

毎日／

曜日等 
時 間 

１ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日   

２ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

３ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

４ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

５ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

６ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

７ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

８ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

９ 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  

 

10 
 月 日から 

月 日まで 
 

 時 分から 

時 分まで 
  月  日  
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（第３面） 

第２種子育て部分休暇の承認の請求の場合 

 

     年度 

 

第２種子育て部分休暇の時間数     時間   分 

整

理

番

号 

子育て部分休暇の承認の 

請求をする期間 
請求時間数 残時間数 請求月日 決 裁 備 考 

月 日 時 間 

１ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日   

２ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

３ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

４ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

５ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

６ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

７ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

８ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

９ 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

10 
 月 日から

 月 日まで 

 時 分から

 時 分まで 
 時間  分  時間  分  月  日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　様式第19号の５中

「

」

を

「

」

に、
　　　時　分～　時　分
　　　時　分～　時　分

「

」
を午　　 前 午　　 後

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

「

」
に改める。

　様式第20号中

「

」

を

１　前回までに承認した期間 　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

２　今回承認した期間等
　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

□毎日
□その他
 （　　　　　）

午前　　時　　分～　　時　　分
午後　　時　　分～　　時　　分
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令和８年（2026年）３月 30 日発行（毎週月・木曜日発行。ただし休日の場合は翌日）
発行　長　野　県　〒 380-8570（専用番号）長野市大字南長野字幅下 692 の 2　電話 026（232）0111

「

」

に改める。

１　承認の区分 □　新規　　□　変更（第　回目）

２　承認の内容
□　第１種子育て部分休暇（１日につき２時間を超えない範囲内）
□　第２種子育て部分休暇（年10日相当を超えない範囲内）

３　第１種子育て部分休暇
　　の承認の期間等

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

□毎日
□その他
 （　　　　　）

　　時　　分～　　時　　分
　　時　　分～　　時　　分

４　変更の理由

　様式第28号の２中

「

」

を

「

」

に、
　　　時　分～　時　分
　　　時　分～　時　分

「

」
を午　　 前 午　　 後

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

「

」
に改める。

高校教育課
特別支援教育課

正　　　　　　誤

　令和８年１月22日付け公告「大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による届出及び届出書の縦覧」中

ページ 行（箇所） 誤

14 ２ (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

正

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

産業立地・ＩＴ振興課

　令和８年３月23日付け長野県規則第９号「財務規則の一部を改正する規則」中

ページ 行（箇所）　　　　誤 　　　　正

24 下から８ 　令和８年３月　日 　令和８年３月23日

会　計　課


